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つけましたか？住宅用火災警報器！
設置期限は平成 23年 5月 31 日まで

あと7カ月になりました
　改正消防法により、住宅用火災警報器の設置が義務付け
られています。
　戸建住宅や共同住宅などすべての住宅が対象です。
　住宅用火災警報器は、火災による煙を感知し、警報する
ものです。住宅火災で犠牲になる原因の７割が「逃げ遅れ」
という結果があります。設置することで早期に火災に気づ
き、自分を守ることができます。

　　　　住宅用火災警報器の種類は
種
類
は
２
種
類

●
煙
式
警
報
器

●
熱
式
警
報
器

　

火
災
に
よ
り
発
生
す
る
煙
を

感
知
し
て
、
警
報
音
や
音
声
で

知
ら
せ
ま
す
。

　

寝
室
・
階
段
・
居
間
な
ど
に

は
こ
れ
を
設
置
し
ま
す
。

　

火
災
に
よ
り
発
生
す
る
熱
を

感
知
し
て
、
警
報
音
や
音
声
で

知
ら
せ
ま
す
。

　

台
所
に
は
こ
れ
を
設
置
し
ま

す
。

あなたの家は大丈夫

　日本の法令に適合した日
本消防検定協会の「ＮＳ
マーク」の付いた商品を選
びましょう。

安心です！

   

共
同
購
入
を
勧
め
て
い
ま
す

共
同
購
入
方
式
と
は

　

地
域
で
購
入
す
る
製
品
を
選
び
、
住
民

の
皆
さ
ん
と
ま
と
め
て
商
品
を
購
入
す
る

方
法
で
す
。

【
共
同
購
入
の
メ
リ
ッ
ト
】

▼
ま
と
め
て
買
え
ば
、
安
く
な
る
。

▼
悪
徳
販
売
の
被
害
防
止
に
な
る
。

　
高
齢
者
も
安
心
し
て
購
入
で
き
る
。

▼
購
入
後
の
設
置
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も

　
協
力
。
電
池
交
換
時
期
が
一
斉
に
来

　
る
の
で
、
便
利
。

▼
隣
家
か
ら
の
延
焼
を
防
げ
る
　
な
ど

詳しくは、役場または消防署にお問いあわせを
◎日野町役場（電話 72-0331）
◎江府消防署（電話 77-2001）
　※消防署が火災警報器を売ることはありません。
　　悪質な訪問販売にご注意ください。
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10
月
４
日
、
第
10
回
町

教
育
委
員
会
を
開
き
ま
し

た
。
次
の
議
案
に
つ
い
て

審
議
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

▼
議
案
①

日
野
町
教
育
委
員
会
教
育

長
の
選
任

　

教
育
委
員
会
委
員
の
山

本
武
史
氏
の
任
期
満
了
に

伴
う
再
任
に
つ
い
て
、
９

月
町
議
会
定
例
議
会
で
同

意
さ
れ
、
10
月
4
日
付
で

任
命
発
令
さ
れ
た
こ
と
を

受
け
て
、
教
育
委
員
会
で

引
き
続
き
山
本
武
史
氏
を

教
育
長
に
選
任
し
ま
し
た

た
。

▼
議
案
②

日
野
町
教
育
委
員
会
事
務

部
局
の
人
事
に
つ
い
て

　

町
歴
史
民
族
資
料
館
館

長
の
兼
務
を
山
本
武
史
教

育
長
に
発
令
し
ま
し
た
。

ま
た
、
小
中
学
校
の
学
校

支
援
員
ら
に
継
続
任
用
の

発
令
し
ま
し
た
。

▼
報
告

　

日
野
町
保
小
中
一
貫
教

育
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

チ
ー
ム
会
議
の
中
間
ま
と

め
を
報
告
し
ま
し
た
。

教育委員会からのお知らせ　　電話　72-2107
第
10
回
教
育
委
員
会
を
開
催

山
本
武
史
氏
を
教
育
長
に
選
任

お
し
ら
せ

ｉ
ｎ
ｆ
ｏ
ｒ
ｍ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

募
集
コ
ー
ス　

表
計
算
科
（
実
践

コ
ー
ス
）

習
得
技
能　

表
計
算
ソ
フ
ト
を
活
用

す
る
た
め
の
各
種
関
数
、
自
動
化
の

第
一
歩
と
し
て
マ
ク
ロ
処
理
の
活
用

対
象
者　

一
般
事
業
所
な
ど
に
勤
務

し
、
エ
ク
セ
ル
を
使
用
し
て
い
る
人

で
、
業
務
に
お
け
る
効
率
の
向
上
を

図
り
た
い
人

講
習
期
間　

11
月
28
日
（
日
）
～
12

月
12
日
（
日
）
毎
週
日
曜
日　

午
前

９
時
～
午
後
４
時

募
集
定
員　

20
人

申
込
方
法　

所
定
の
申
込
用
紙
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
直
接
申
し
込
む

か
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送
で
申
し
込

む
。

申
込
期
間　

10
月
27
日
（
水
）
ま
で

※
郵
送
の
場
合
は
必
着

受
講
費
用　

▼
受
講
料
３
６
０
０
円

▼
テ
キ
ス
ト
代
１
１
７
５
円

申
込
み
お
よ
び
問
合
せ　

鳥
取
県

立
米
子
高
等
技
術
専
門
校
（
電
話

０
８
５
９
‐
24
‐
０
３
７
２
）　　

　

米
子
地
区
調
停
協
会
で
は
、民
事
・

家
事
調
停
委
員
に
よ
る
無
料
相
談
会

を
開
き
ま
す
。

　

お
金
や
土
地
・
建
物
の
ト
ラ
ブ
ル
、

あ
る
い
は
夫
婦
間
の
問
題
や
遺
産
相

続
な
ど
の
家
庭
内
の
も
め
ご
と
に
つ

い
て
調
停
委
員
が
調
停
手
続
の
利
用

に
関
す
る
相
談
を
受
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
米
子
会
場
】

日
時　

10
月
27
日
（
水
）
午
前
10
時

～
午
後
３
時

場
所　

米
子
市
文
化
ホ
ー
ル

【
境
港
会
場
】

日
時　

10
月
27
日
（
水
）
午
前
10
時

～
午
後
３
時

場
所　

境
港
市
境
公
民
館

問
合
せ　

鳥
取
地
方
裁
判
所
米
子
支

部
庶
務
課
（
電
話
０
８
５
９
‐
22
‐

２
２
０
５
）

鳥
取
県
士
業
連
絡
会
（
社
会
保
険
労

務
士
・
弁
護
士
・
公
証
人
・
司
法
書

士
・
税
理
士
・
行
政
書
士
・
土
地
家

屋
調
査
士
・
不
動
産
鑑
定
士
）
で
は
、

各
分
野
の
専
門
家
が
共
同
し
て
無
料

で
相
談
を
受
け
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

日
時　

10
月
30
日
（
土
）
午
前
10
時

～
午
後
４
時

場
所　

鳥
取
県
立
米
子
産
業
体
育
館

受
付　

当
日
、
会
場
で
受
付
（
午
前

10
時
～
午
後
３
時
）

問
合
せ　

鳥
取
県
社
会
保
険
労
務

士
会
（
電
話
０
８
５
７
‐
26
‐

０
８
３
５
）

在
職
者
訓
練
受
講
者
募
集

無
料
調
停
相
談
会
の
開
催

暮
ら
し
な
ん
で
も
相
談
開
催

再任した山本教育長


